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ハラスメント対策の強化のための法制化の要点 

（令和元年５月29日成立） 

１．国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問

題の解決の促進」（ハラスメント対策）を明記【労働施策総合推進法】 

（施行期日 公布日）

２．パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】 

事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義

務（相談体制の整備等）を新設。あわせて、措置の適切・有効な実施を図

るための指針の根拠規定を整備 

 （施行期日 公布日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定

める日。ただし、中小事業主は公布日から起算して３年を超

えない範囲内において政令で定める日までは努力義務） 

パワハラを定義する３要素

第３０条の２ 事業主は、①職場において行われる優越的な関係を背景と

した言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③

その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者

からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇

用管理上必要な措置を講じなければならない。 
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